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第 １章 総 則

（商号 ）

第 1条 当 会社 の商 号は 、株 式会 社 ジャ スト シス テム と称 し 、

英 文 では JUSTSYSTEMS CO R P OR A T IO N と 表 示す る。

（目的 ）

第 2条 当 会社 は、 次の 事業 を営 む こと を目 的と する 。

(1)コ ン ピュ ータ ソフ ト ウェ ア・ ハー ドウ ェア に 関す る企 画、 開発 、

販売 及び コン サル テ ィン グ

(2)コ ン ピュ ータ ソフ ト ウェ ア・ ハー ドウ ェア に 関す る教 育及 び

保守

(3)コ ン ピュ ータ ネッ ト ワー クに よる 情報 サー ビ ス

(4)デ ー タ処 理サ ービ ス

(5)コ ン ピュ ータ ソフ ト ウェ ア・ ハー ドウ ェア の 輸出 及び 輸入

(6)書 籍 ・雑 誌等 の出 版 及び 販売

(7)事 務 用及 び家 庭用 電 気機 器の 販売

(8)物 品 の製 造、 仕入 、 販売 、賃 貸及 び輸 出入 業 務

(9)労 働 者派 遣事 業及 び 有料 職業 紹介 事業

(10)不 動 産 の 賃貸 業

(11)古 物 の 売 買、 仲介 及び 受委 託販 売

(12)広 告 業 及 び広 告代 理業 務

(13)市 場 調 査 及び マー ケテ ィン グに 関 する 業務

(14)通 信 教 育 事業

(15)前 各 号 に 付帯 関連 する 一切 の業 務

（本店 の 所在 地）

第 3条 当 会社 は、 本店 を徳 島市 に 置く 。

（機関 ）

第 4条 当 会社 は、 株主 総会 及び 取 締役 のほ か、 次の 機関 を 置く 。

(1)取 締 役会

(2)監 査 等委 員会

(3)会 計 監査 人



（公告 方 法）

第 5条 当 会社 の公 告方 法は 、電 子 公告 とす る。 ただ し、 事 故そ の他 やむ を得

な い 事由 によ って 電子 公告 に よる 公告 をす るこ とが で きな い場 合は 、日

本 経 済新 聞に 掲載 して 行う 。

第２ 章 株 式

（発行 可 能株 式総 数）

第 6条 当 会社 の発 行可 能株 式総 数 は、 66,163,200株 と す る 。

（自己 の 株式 の取 得）

第 7条 当 会社 は、 会社 法第 165条 第 2項 の規 定に より 、取 締 役会 の決 議に よっ

て 市 場取 引等 によ り自 己の 株 式を 取得 する こと がで き る。

（単元 株 式数 ）

第 8条 当 会社 の単 元株 式数 は、 100株 と す る。

（単元 未 満株 式に つい ての 権 利）

第 9条 当 会社 の株 主は 、そ の有 す る単 元未 満株 式に つい て 、次 に掲 げる 権利

以 外 の権 利を 行使 する こと が でき ない 。

(1)会 社 法 189条 第 2項 各 号に 掲げ る権 利

(2)会 社 法 166条 第 1項 の 規定 によ る請 求を する 権 利

(3)株 主 の有 する 株式 数 に応 じて 募集 株式 の割 当 て及 び募 集新 株予

約権 の割 当て を受 け る権 利

（株主 名 簿管 理人）

第 10条 当 会社 は、 株主 名簿 管理 人 を置 く。

2 株 主名 簿管 理人 及び その 事 務取 扱場 所は 、取 締役 会 の決 議に よっ て定

め 、 これ を公 告す る。

3 当 会社 の株 主名 簿及 び新 株 予約 権原 簿の 作成 並び に 備置 きそ の他 の株

主 名 簿及 び新 株予 約権 原簿 に 関す る事 務は 、こ れを 株 主名 簿管 理人 に委

託 し 、当 会社 にお いて は取 り 扱わ ない 。

（株式 取 扱規 程）

第 11条 当 会社 の株 主権 行使 の手 続 きそ の他 株式 に関 する 取 扱い は、 法令 また

は 本 定款 のほ か、 取締 役会 に おい て定 める 株式 取扱 規 程に よる 。

第３章 株主総会

（招集 ）

第 12条 当 会社 の定 時株 主総 会は 、 毎事 業年 度の 終了 後 3カ 月以 内 にこれ を 招集

し 、 臨時 株主 総会 は、 必要 あ ると きに 随時 これ を招 集 する 。



（定時 株 主総 会の 基準 日）

第 13条 当 会社 の定 時株 主総 会の 議 決権 の基 準日 は、 毎年 3月 31日 と する 。

（招集 権 者及 び議 長）

第 14条 株 主総 会は 、取 締役 社長 が これ を招 集し 、議 長と な る。

2 取 締役 社長 に事 故が ある と きは 、取 締役 会に おい て あら かじ め定 めた

順 序 に従 い、 他の 取締 役が 株 主総 会を 招集 し、 議長 と なる 。

（電子 提 供措 置等）

第 15条 当 会社 は、 株主 総会 の招 集 に際 し、 株主 総会 参考 書 類等 の内 容で ある

情 報 につ いて 、電 子提 供措 置 をと るも のと する 。

2 当 会社 は、 電子 提供 措置 を とる 事項 のう ち法 務省 令 で定 める もの の全

部 ま たは 一部 につ いて 、議 決 権の 基準 日ま でに 書面 交 付請 求し た株 主に

対 し て交 付す る書 面に 記載 し ない こと がで きる 。

（決議 の 方法 ）

第 16条 株 主総 会の 決議 は、 法令 ま たは 本定 款に 別段 の定 め があ る場 合を 除き 、

出 席 した 議決 権を 行使 する こ とが でき る株 主の 議決 権 の過 半数 をも って

行 う 。

（議決 権 の代 理行 使）

第 17条 株 主は 、当 会社 の議 決権 を 有す る他 の株 主 1名 を代 理人 と して、 そ の議

決 権 を行 使す るこ とが でき る 。

2 株 主ま たは 代理 人は 、株 主 総会 ごと に代 理権 を証 明 する 書面 を当 会社

に 提 出し なけ れば なら ない 。

第４章 取締役及び取 締役会

（員数 ）

第 18条 当 会社 の取 締役 （監 査等 委 員で ある もの を除 く。 ） は、 7名 以内 と する 。

2 当 会社 の監 査等 委員 であ る 取締 役は 、 4名 以内 とす る。

（選任 方 法）

第 19条 当 会社 の取 締役 は、 監査 等 委員 であ る取 締役 とそ れ 以外 の取 締役 を区

別 し て、 株主 総会 にお いて 選 任す る。

2 取 締役 の選 任決 議は 、議 決 権を 行使 する こと がで き る株 主の 議決 権の

3分 の 1以 上を 有す る株 主が 出 席し 、そ の議 決権 の過 半 数を もっ て行 う。

3 取 締役 の選 任決 議は 、累 積 投票 によ らな いも のと す る。

（任期 ）

第 20条 取 締役 （監 査等 委員 であ る もの を除 く。 ）の 任期 は 、選 任後 1年 以 内に

終 了 する 事業 年度 のう ち最 終 のも のに 関す る定 時株 主 総会 の終 結の 時ま

で と する 。

2 監 査等 委員 であ る取 締役 の 任期 は、 選任 後 2年 以内 に終 了 する事 業 年度

の う ち最 終の もの に関 する 定 時株 主総 会の 終結 の時 ま でと する 。



3 任 期 の 満了 前に 退任 した 監 査等 委員 であ る取 締役 の 補欠 とし て選 任さ

れ た 監査 等委 員で ある 取締 役 の任 期は 、退 任し た監 査 等委 員で ある 取締

役 の 任期 の満 了す る時 まで と する 。

（取締 役 会の 招集 権者 及び 議 長）

第 21条 取 締役 会は 、法 令に 別段 の 定め があ る場 合を 除き 、 取締 役社 長が これ

を 招 集し 、議 長と なる 。

2 取 締役 社長 に事 故が ある と きは 、取 締役 会で あら か じめ 定め た順 序に

従 い 、他 の取 締役 が取 締役 会 を招 集し 、議 長と なる 。

（取締 役 会の 招集 通知 ）

第 22条 取 締役 会の 招集 通知 は、 会 日の 3日 前ま で に各 取締 役に 対 して発 す る。

た だ し、 緊急 の必 要が ある と きは 、こ の期 間を 短縮 す るこ とが でき る。

2 取 締役 全員 の同 意が ある と きは 、招 集の 手続 きを 経 ない で取 締役 会を

開 催 する こと がで きる 。

（重要 な 業務 執行 の決 定の 委 任）

第 23条 当 会社 は、 会社 法第 399条 の 13第 6項 の 規 定に より 、 取締 役会 の決 議に

よ っ て、 重要 な業 務執 行（ 同 条第 5項 各号 に 掲げ る事 項を 除 く。） の 決定

の 全 部ま たは 一部 を取 締役 に 委任 する こと がで きる 。

（代表 取 締役 及び 役付 取締 役 ）

第 24条 取 締役 会は 、そ の決 議に よ って 取締 役（ 監査 等委 員 であ るも のを 除

く 。 ）の 中か ら代 表取 締役 を 選定 する 。

2 取 締役 会は 、そ の決 議に よ って 取締 役（ 監査 等委 員 であ るも のを 除

く 。 ）の 中か ら取 締役 社長 1名 を 選定 する 。

（取締 役 会の 決議 の省 略）

第 25条 当 会社 は、 会社 法第 370条 の 要 件を 充た し たと きは 、取 締 役会の 決 議が

あ っ たも のと みな す。

（取締 役 会規 程）

第 26条 取 締役 会に 関す る事 項は 、 法令 また は本 定款 のほ か 、取 締役 会に おい

て 定 める 取締 役会 規程 によ る 。

（取締 役 の責 任免 除）

第 27条 当 会社 は、 会社 法第 426条 第 1項 の規 定に より 、任 務 を怠 った こと によ

る 取 締役 （取 締役 であ った 者 を含 む。 ）の 損害 賠償 責 任を 、法 令の 限度

に お いて 、取 締役 会の 決議 に よっ て免 除す るこ とが で きる 。

2 当 会社 は、 会社 法第 427条 第 1項 の規 定に より 、取 締 役（ 業務 執行 取締

役 等 であ るも のを 除く 。） と の間 に、 任務 を怠 った こ とに よる 損害 賠償

責 任 を限 定す る契 約を 締結 す るこ とが でき る。 ただ し 、当 該契 約に 基づ

く 責 任の 限度 額は 、金 500万 円 以 上で あら か じめ 定め た金 額 または 法 令が

規 定 する 額の いず れか 高い 額 とす る。



第５章 監査等委員会

（常勤 の 監査 等委 員）

第 28条 監 査等 委員 会は 、そ の決 議 によ って 常勤 の監 査等 委 員を 選定 する こと

が で きる 。

（監査 等 委員 会の 招集 通知 ）

第 29条 監 査等 委員 会の 招集 通知 は 、会 日の 3日 前 まで に各 監査 等 委員に 対 して

発 す る。 ただ し、 緊急 の必 要 があ ると きは 、こ の期 間 を短 縮す るこ とが

で き る。

2 監 査等 委員 全員 の同 意が あ ると きは 、招 集の 手続 き を経 ない で監 査等

委 員 会を 開催 する こと がで き る。

（監査 等 委員 会規 程）

第 30条 監 査等 委員 会に 関す る事 項 は、 法令 また は本 定款 の ほか 、監 査等 委員

会 に おい て定 める 監査 等委 員 会規 程に よる 。

第６章 計 算

（事業 年 度）

第 31条 当 会社 の事 業年 度は 、毎 年 4月 1日 か ら翌 年 3月 31日 ま で の 1年 とす る。

（剰余 金 の配 当の 基準 日）

第 32条 当 会社 の期 末配 当の 基準 日 は、 毎年 3月 31日 と する 。

（中間 配 当）

第 33条 当 会社 は、 取締 役会 の決 議 によ って 、毎 年 9月 30日 を 基 準 日とし て 中間

配 当 をす るこ とが でき る。

（配当 金 の除 斥期 間等 ）

第 34条 配 当財 源が 金銭 であ る場 合 は、 その 支払 開始 の日 か ら満 3年 を経 過 して

も な お受 領さ れな いと きは 、 当会 社は その 支払 義務 を 免れ る。

2 前 項の 金銭 には 利息 を付 け ない 。

附則

第 1条 （ 監査 役の 責任 免除 に 関す る経 過措 置）

当 会社 は、 会社 法第 426条 第 1項 の規 定に より 、第 40回 定 時株 主総 会で

決 議 され た定 款一 部変 更の 効 力が 生ず る前 の任 務を 怠 った こと によ る監

査 役 （監 査役 であ った 者を 含 む。 以下 同じ 。） の損 害 賠償 責任 を、 法令

の 限 度に おい て、 取締 役会 の 決議 によ って 免除 する こ とが でき る。 また 、

当 該 定時 株主 総会 終結 前の 監 査役 と締 結済 みの 責任 限 定契 約に つい ては 、

な お 従前 の例 によ る。



第 2条 （ 電子 提供 措置 等に 関 する 経過 措置 ）

現 行定 款第 15条 （ 株 主総 会 参考 書類 等の イン ター ネ ット 開示 とみ なし

提 供 ）の 削除 及び 変更 案第 15条 （ 電子 提供 措置 等） の 新設 は、 会社 法の

一 部 を改 正す る法 律（ 令和 元 年法 律第 70号 ） 附 則第 1条 た だ し書き に 規定

す る 改正 規定 の施 行の 日で あ る 2022年 9月 1日 （ 以下 「 施行 日」 とい う）

か ら 効力 を生 ずる もの とす る 。

2 前 項の 規定 にか かわ らず 、 施行 日か ら 6か 月以 内の 日を 株 主総会 の 日と

す る 株主 総会 につ いて は、 現 行定 款第 15条 は な お効 力 を有 する 。

3 本 条は 、施 行日 から 6か 月 を経 過し た日 ま たは 前項 の株 主 総会の 日 から

3か 月を 経過 した 日 のい ずれ か遅 い日 後に こ れを 削除 する 。


